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次   第 

 

 

１ 第３回札幌市避難場所基本計画検討委員会の概要について 

 

２ 計画原案について 

 

３ その他 



第 ３ 回 札 幌 市 避 難 場 所 基 本 計 画  

検 討 委 員 会  概 要  

 

１ 日時  

  平成２４年１０月３１日（水） １０：００～１２：３０  

２ 場所  

  市役所本庁舎（札幌市中央区北１条西２丁目） １２階１～３号会議室  

３ 出席委員  

  天野委員、安藤委員、一瀬委員、鎌田委員、佐々木委員、定池委員、田畑委

員、永田委員、中村委員、成田委員、本田委員、森本委員、矢橋委員（欠席者

なし）  

４ 主な会議内容  

 (1) 災害時要援護者への配慮について 

 (2) その他整備について 

 (3) 運営方法について  

５ 委員からの主な意見  

・ （基幹避難所から半径 1.4ｋｍの円を描いた地図を見て）丁寧に想定され、

すばらしいと思った。一方でこの円がかからないような地区は、学校に代

わる避難場所を選定していただきたい。  

・ 災害時に避難する場所として、イメージしやすい場所は、やはり小中学校

だと思う。災害時のことだからこそ、避難先はシンプルに広報していくこ

とが必要。  

・ 冬季の一時避難場所は使えないことをはっきり示すことが必要。一時避難

場所は集合場所的な存在で、いっときの避難場所であると言葉の定義を改

めることが必要。  

・ 学校の一室を災害時要援護者用という形でとらえていただければ、まずそ

こに手をかりて避難すればいいのかなという場所ができた。また、そこに

は便座も整備されるようですので配慮していただいていると思っている。  

・ 女性が単独で避難してきた場合は配慮して欲しい。避難の期間にもよるが、

長期化したときは、女性の人権ということも考えなければならない。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市避難場所基本計画 
（平成 24年 11 月 27 日現在原案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 3月 

札幌市危機管理対策室 
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第１章 総則                          

    

１ 計画の目的                                １ 計画の目的                                １ 計画の目的                                １ 計画の目的                                

 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、想定をはるかに上回る津波被害が発生

し、発災1直後から多くの住民が避難を余儀なくされた。被害の大きかった東北地方では気

温が氷点下となる地域があり、発災直後、自宅から防寒用具等を取り出すことが出来なかっ

た避難者が避難所で寒さに耐え忍んだという事例が報告されている。 

この教訓から、東北地方以上に寒冷な気候である札幌市において、これまで以上に防寒対

策に重点を置くとともに、応急救援備蓄物資（以下、「備蓄物資」という。）の配置のあり

方などを加え、札幌市避難場所整備運用計画を見直し、新たな計画として札幌市避難場所基

本計画（以下、「基本計画」という。）を定めることとした。 

本基本計画は、札幌市地域防災計画に基づき、被災者の安全確保と復旧に向けた支援対策

の拠点となる避難場所について、備えるべき機能目標を設定し、その整備方針を定めるもの

である。 

 

 

２ 避難者数の想定と収容計画 

 

第 3 次地震被害想定で市内全域における被害の総量が最大となるのは、月寒断層によるも

ので、発災当日の避難場所避難者数を、11.1 万人と想定している。 

本基本計画は、この想定を前提として策定するものである。 

 

３ 避難場所整備の推移 

 

避難場所については、昭和 38 年に 165 か所を指定して以来、昭和 50 年に 854 か所、昭和

58 年に 1,673 か所と大きな見直しを行い、平成 24 年 10 月 1 日現在 1,839 か所指定してい

している。 

平成 7 年の阪神・淡路大震災を契機に、暖房による寒さ対策など、避難場所に対する質の

向上が指摘された。札幌市においても寒さ対策や高齢者・障がい者対策に重点をおいた札幌

市避難場所整備運用計画を平成 13 年に策定した。 

平成 23 年の東日本大震災での教訓を踏まえ、同年の札幌市防災会議に避難場所の環境整

備について取り組むことを報告した。平成 24 年度に、学識者や公募市民委員からなる「札

幌市避難場所基本計画検討委員会」における検討及びパブリックコメントを経て、基本計画

を策定したものである。 

 避難場所整備に関わる推移については、表-1 のとおり。 

  

                         
1 発災：災害が発生すること 

１ 計画の目的 １ 計画の目的 １ 計画の目的 １ 計画の目的 

２ 避難者数の想定 ２ 避難者数の想定 ２ 避難者数の想定 ２ 避難者数の想定 

３ 避難場所整備の推移 ３ 避難場所整備の推移 ３ 避難場所整備の推移 ３ 避難場所整備の推移 
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表－1 避難場所整備の推移 表－1 避難場所整備の推移 表－1 避難場所整備の推移 表－1 避難場所整備の推移 

昭和 36 年 国が災害対策基本法を公布 

昭和 38 年 8 月 札幌市地域防災計画を策定。小中学校など避難場所 165 か所を指定（札

幌市の避難場所としての最初の位置付け） 

昭和 39 年 6 月 新潟地震 

昭和 43 年 5 月 十勝沖地震 

昭和 45 年 厚生省「避難場所設置基準」を公表 

昭和 46 年 中央防災会議「大都市震災対策推進要項」を公表 

昭和 50 年 12 月 札幌市地域防災計画を修正。避難場所 854 か所を指定 

（広域避難場所、一時避難場所、収容避難場所の区分を設定） 

昭和 52 年 8 月 有珠山噴火 

昭和 53 年 6 月 宮城県沖地震 

昭和 58 年 3 月 札幌市地域防災計画を修正。「避難場所整備計画」を策定（避難場所整

備の基準を明確化。広域避難場所 48 か所、一時避難場所 1,019 か所、

収容避難場所 606 か所、合計 1,673 か所を指定) 

平成 7 年 1 月 阪神・淡路大震災 

（寒さ対策や暖房など、避難場所に対する質の向上が指摘された） 

平成 9 年 3 月 札幌市想定地震被害評価報告書を作成 

平成 12 年 3 月 有珠山噴火 

平成 12 年 7 月 「避難場所整備計画基本構想」策定 

平成 13 年 6 月 「避難場所整備運用計画」策定（寒さ対策や高齢者・障がい者対策に重

点） 

平成 20 年 9 月 札幌市第 3 次地震被害想定 

平成 22 年 9 月 札幌市地域防災計画修正 

平成 23 年 3 月 東日本大震災 

平成 23 年 7 月 札幌市防災会議に避難場所の環境整備について取り組むことを報告 

平成 24 年 札幌市避難場所基本計画検討委員会開催 

平成 25 年 3 月 「札幌市避難場所基本計画」策定 
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第 2章 避難場所の種類と指定                  

 

１ 避難場所及び避難所の分類について 

 

避難場所を一時避難場所、広域避難場所、収容避難場所に分類する。限られた人員、資源

を活用し効果的に避難場所を運営するため、収容避難場所を新たに基幹避難所と地域避難所

に細分する。 

それぞれの概要については、表－2 のとおり。 

なお、二次避難場所として福祉避難場所を設定している。 

 

表－2 避難場所の分類 表－2 避難場所の分類 表－2 避難場所の分類 表－2 避難場所の分類 

名称 概要 

一時避難場所 
発災して避難が必要な場合、地域で一時（いっとき）集合する場所、
または、一時的に退避して身の安全を確保する場所。公園や市立小中
学校のグラウンドなど。 

広域避難場所 
大規模火災が発生した場合、炎や煙から身を守り、安全を確保する場
所。大規模な公園やグラウンドなど。 

収容避難場所 自宅で生活できない人等が、屋内の施設で身体や生命を守る場所。 

 

基幹避難所 
基幹となる避難所で想定する最大の避難者数を収容する施設。市立小
中学校など。 

地域避難所 一時的に避難者を収容する施設で、一定期間後は、基幹避難所へ統合。 

福祉避難場所 
災害時要援護者2等、収容避難場所での生活に特別な配慮を必要とする
人を収容する施設。 
事前に協定を結び発災後指定。 

  

                         
2 災害時要援護者：高齢者、障がい者、乳幼児、外国人、妊産婦など、災害時にまわりの人

の手助けが必要な人 

１ 避難場所の分類 １ 避難場所の分類 １ 避難場所の分類 １ 避難場所の分類 
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１ 一時避難場所                                  

（１）発災して避難が必要な場合、地域で一時（いっとき）集合する場所、または、一時的

に退避して身の安全を確保する場所。 

（２）一時避難場所に避難する際は、積雪による使用の可否や被災状況などによる安全性を

避難者が確認して使用する。 

（３）公園や市立小中学校のグラウンドなど。 

 

２ 広域避難場所                                  

（１）大規模火災が発生した場合、炎や煙から身を守り、安全を確保する場所。 

（２）火災延焼が市街地大火に拡大する恐れがある場合に、炎や煙、輻射熱から身を守るた

めの大規模空地。 

（３）大規模な公園やグラウンドなど。 

 

３ 収容避難場所                                  

（１）自宅で生活できない・安全を確保できない人が、屋内の施設で身体や生命を守る場所。 

（２）災害時要援護者が福祉避難場所へ移動するまでの期間、滞在する施設。 

（３）基幹避難所と地域避難所の 2 種類に細分する。 

 

３－１ 基幹避難所                                  

（１）市立小中学校等に開設する収容避難場所。 

（２）一定期間滞在して身体や生命を守る場所。 

（３）基幹となる収容施設であり、最大想定避難者数を収容する。 

（４）災害対応拠点であり、計画的な備蓄物資の備蓄・管理を行い、発災後は、備蓄物資

の供給元となる。 

（５）一定規模（震度 6 弱以上の震災等）以上の災害が発生した場合に、夜間・休日でも

職員等が参集し開設できる体制を整える。 

 

３－２ 地域避難所                                  

（１）地域に身近にある寺社等の民間施設、国・道有施設、基幹避難所以外の市有施設で、

施設を提供することを施設管理者が承諾している施設。 

（２）災害発生時の被災地域分布や基幹避難所の被害状況、道路被害状況等によって、一

時的に避難者を収容する施設で、基幹避難所を補完する役割を果たし、一定期間後は

基幹避難所へ統合される。 

（３）歩行距離で 2.0km 以内に基幹避難所がない地域避難所は、一定規模（震度 6 弱以上

の震災等）以上の災害が発生した場合に、夜間・休日でも職員が参集し開設できる体

制を整えるともに、備蓄物資を配置する。 

 

４ 福祉避難場所                                   

（１）災害時要援護者等、収容避難場所での生活に特別な配慮を必要とする人を収容する施

設。 

（２）事前に協定を締結し、発災後に必要に応じて指定する。 
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１ 一時避難場所                                  

（１）都市公園法に基づく市内の公園（広域避難場所に指定されている公園及び国営滝野す

ずらん丘陵公園を除く）、市立小中学校のグラウンド。 

（２）上記以外で次の条件に合致し、区長が必要と認めるもの。 

   ・100 ㎡以上の空間を有していること。 

 

２ 広域避難場所                                  

次の条件のすべてに合致し、市長が必要と認めるもの。 

・およそ 20ha 以上の広さがあり、安全後退距離として、火面中央（炎上構造物）から約

300m 以上の距離を保てる空地等。 

・居住地からの到達歩行距離が、直線で 1.9km、歩行距離で 2.7km 以内。概ね 1 時間以内

で移動可能な距離。 

 

３ 基幹避難所                                   

（１）市立小中学校（体育館及び校舎１階で 64 ㎡（一般的な教室 1 つ）以上の部屋） 

（２）各区体育館 

（３）上記以外で次の条件のすべてに合致し、市長が必要と認めるもの。 

・同一の室内空間で 700 ㎡以上を有していること。 

・15 ㎡以上の備蓄スペースが確保されていること。 

・災害時要援護者のための独立したスペース及び設備を有すること。 

・給食設備を有していること。 

・玄関スロープと車いす対応トイレが整備されていること。 

・応急給水によらずに飲料水が確保されていること。 

・昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法施行令改正後（新耐震）に設計されたものである

こと。または、新耐震基準に合致するように耐震補強されたものであること。 

・非構造部材が耐震化されていること。 

・主要構造部が耐火構造であること。 

・洪水ハザードマップで想定される浸水深に対して、浸水するおそれのない階を有し

ていること。 

・一定規模（震度 6 弱以上の地震等）以上の災害が発生した場合、職員が参集する、

あるいは教育を受けた警備員等が常駐するなどの開設体制を確保していること。 

・原則、歩行距離で 2.0km 以内に基幹避難所がないこと。 

 

 

  

２ 指定基準 ２ 指定基準 ２ 指定基準 ２ 指定基準 
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４ 地域避難所                                   

次の条件のすべてに合致し、区長が必要と認めるもの。 

・100 ㎡以上の室内空間を有していること。 

・給食設備を有していること。 

 ・施設管理者の承諾を得ていること。 

 

５ 福祉避難場所（発災後に指定）                          

 災害時要援護者のために特別の配慮がなされた施設で、市長が必要と認めるもの。 
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４ 一時避難場所、収容避難所指定の手続き 

 

１ 広域避難場所・基幹避難所                             

 

 

 

 

 

 

図－1 広域避難場所・基幹避難所の指定・変更・解除の流れ 図－1 広域避難場所・基幹避難所の指定・変更・解除の流れ 図－1 広域避難場所・基幹避難所の指定・変更・解除の流れ 図－1 広域避難場所・基幹避難所の指定・変更・解除の流れ 

 

①～②市長は、指定しようとする避難場所・避難所について、施設管理者と協議し、文

書で承諾を得る。 

③市長は、当該場所が避難場所・避難所として適当と認めるときは指定（変更・解除）

する。 

④市長は、市内の避難場所・避難所を指定（変更・解除）した場合は速やかに区長に通

知する。 

※区長は、基幹避難所としての指定を求める場合、他の基幹避難所との位置関係、指定

条件などの調査を行い、市長に対して依頼する。 

 

２ 一時避難場所・地域避難所                             

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 一時避難場所・地域避難所の指定・変更・解除の流れ 図－2 一時避難場所・地域避難所の指定・変更・解除の流れ 図－2 一時避難場所・地域避難所の指定・変更・解除の流れ 図－2 一時避難場所・地域避難所の指定・変更・解除の流れ 

 

①～②区長は、指定しようとする避難場所・避難所について、施設管理者と協議し、文

書で承諾を得る。 

③区長は、当該場所が避難場所・避難所として適当と認めるときは指定（変更・解除）

する。 

④区長は、区内の避難場所・避難所を指定（変更・解除）した場合は速やかに市長に報

告する。 

※公園及び市立小中学校のグラウンドについては、指定（変更・解除）手続き不要。 

施設管理者 

③指定 

（解除） 

（変更） 

④通知 

②承諾 

①協議 

市民 

３ 指定手続き ３ 指定手続き ３ 指定手続き ３ 指定手続き 

施設管理者 

④報告 

③指定 

（解除） 

（変更） 

②承諾 

①協議 

避難場所・避難所をホーム

ページで周知・広報 
市長 

（危機管理対策室長） 

避難場所・避難所の 

周知・広報 

市民 
避難場所・避難所の地域へ

の周知・広報 

避難場所・避難所の 

周知・広報 

※ 

区長 

区長 

市長 

（危機管理対策室長） 
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４ 避難行動・待機行動と避難場所・避難所との関係 

 

災害時は、すべての避難場所の安全を保障しているわけではないので、基幹避難所は市職

員または施設管理者、他の避難所は使用者または施設管理者が安全を確認する。 

基幹避難所が開設された市立小中学校は義務教育の場であり、大規模災害という緊急事態

下であっても、教育の場を確保することは重要であるという共通認識を持って、被災者、市・

区の災害対策本部、外部支援部隊が協力しながら、教育再開の前提となる避難所の統廃合を

進める必要がある。開設から閉鎖までの流れは、図－3 のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

図－3 避難場所開設から閉鎖までの流れ 図－3 避難場所開設から閉鎖までの流れ 図－3 避難場所開設から閉鎖までの流れ 図－3 避難場所開設から閉鎖までの流れ 

    

基幹避難所 

＜消防団等による避難誘導＞ 

＜自主的避難＞ 

地域避難所 

福祉避難場所 

施設統合 

応急住宅・仮設住宅・自宅（再建） 

疎開 

移転 

基幹避難所・地域避

難所の統合・閉鎖 

基幹避難所の統合・閉鎖 

全避難者が可能 

４ 避難場所の開設から閉鎖まで ４ 避難場所の開設から閉鎖まで ４ 避難場所の開設から閉鎖まで ４ 避難場所の開設から閉鎖まで 

可 

不可 

有 

無 

避難勧告・指示 

警戒区域の設定 

広域避難場所 

有 

無 

大規模な 

市街地火災 

無 

自宅 

有 

一時避難場所   

移動 

不可 

可 

可 生活基盤の復旧・再開 

生活・地域の再建拠点の確保 

■地震発生■ 

選択 

近所での火災・ガス 

漏出などの危険性 

可 
不可 

開設 

災害時要援護者 

基幹避難所・地域避難所での

健康維持 

※ 

※避難所は快適な空間ではないことをあらかじめ

意識しておく必要がある。 自宅での滞在 

自宅での安全確保と

生活維持 

自宅 
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１ 各種パンフレットへの掲載                             

  避難場所については、地震防災マップ、洪水ハザードマップ、中小河川洪水ハザードマ

ップや各区で作成している区ガイドマップなどさまざまなパンフレットに掲載し、普及啓

発に努めており、今後も、継続して各パンフレットを活用して普及に努める。 

収容避難場所については、基幹避難所と地域避難所の区別を明確にするなど周知方法に

配慮する。 

   

２ インターネットの活用                               

  指定している全ての避難場所をホームページに掲載して周知に努めており、新規指定、

避難場所の変更等があった場合や、詳しい情報提供も可能であることなどから、ホームペ

ージを有効な媒体として活用しており、今後も、継続して活用する。 

  また、ツイッターやソーシャル・ネットワーキング・サービス3を活用するなど、積極

的な情報発信に努める。 

 

３ 避難場所標識の設置                               

  広域避難場所、収容避難場所については、ステッカー型の標識を公園名板や出入口ガラ

ス窓等、状況に応じて貼付していく。 

                         
3 ソーシャル・ネットワーキング・サービス：インターネット上で、社会的ネットワークを

構築し、提供しているサービス。ミクシィやフェイスブックなど。 

５ 避難場所の周知方法 ５ 避難場所の周知方法 ５ 避難場所の周知方法 ５ 避難場所の周知方法 



    

- 10 - 

第 3章 寒さ対策・停電対策                   

 

１ 市内小中学校の体育館の熱源について 

 

１ 熱源について                                  

東日本大震災では、発災直後、自宅から防寒用具等を取り出すことが出来なかった避難者

が避難所で寒さに耐え忍んだという事例が報告されており、寒さ対策は重要である。 

市立小中学校体育館の暖房熱源の割合は、表－4 に示すとおりで 4 割近くが都市ガスであ

る。 

 

２ 熱源別復旧について                               

厳冬期の災害で停電が発生し、暖房設備が稼働できなくなる事態が想定される。地域防災

計画では、市内の停電率を発災直後は 17.8％、1 日後には 2.5％まで復旧すると想定してい

る。 

熱源別の暖房設備復旧までの想定は表－4 のとおりで、灯油・重油などを熱源とする設備

は電力が復旧すれば暖房は稼働することとなる。しかし、都市ガスを熱源とする設備につい

ては、都市ガスの供給が再開されないことによる暖房の停止が続くことになる。 

 

表－3 熱源別暖房設備復旧までの想定 表－3 熱源別暖房設備復旧までの想定 表－3 熱源別暖房設備復旧までの想定 表－3 熱源別暖房設備復旧までの想定 
 

災害経過 

 

 

 

 

熱源 

経過日数 0 日 1 日 7 日 77 日 

電力 

機能支障率 
17.8％  2.5％  0％ 0％ 

都市ガス 

機能支障率 
97.0％ 97.0％ 95.4％ 0％ 

都市ガス都市ガス都市ガス都市ガス （113 校） 37.7％ 
暖房の 

停止 
暖房の停止  

灯油灯油灯油灯油 

重油重油重油重油 

電気電気電気電気 

ＬＰガスＬＰガスＬＰガスＬＰガス 

地域暖房地域暖房地域暖房地域暖房 

電気+灯油電気+灯油電気+灯油電気+灯油 

（95 校） 

（58 校） 

（21 校） 

（ 9 校） 

（ 2 校） 

（ 2 校） 

31.7％ 

19.3％  

7.0％ 

3.0％ 

0.6％ 

0.6％ 

暖房の 

停止 

 
 

※地域防災計画では、発災 1 日後の LP ガスの安全点検需要は、45％となっているが、ここでは使用校数（9

校）と LP ガス協会との協定に鑑みて、迅速に復旧されると想定している。  

１ 基幹避難所（市立小中学校体育館）の暖房の現状 １ 基幹避難所（市立小中学校体育館）の暖房の現状 １ 基幹避難所（市立小中学校体育館）の暖房の現状 １ 基幹避難所（市立小中学校体育館）の暖房の現状 

暖房の復旧 

(H24.3.1 現在) 

暖房の復旧 
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１ 基幹避難所の基本的な寒さ対策                           

  発災直後の暖房が停止している間の寒さ対策は、寝袋、毛布等、直接身体を保温する用

品による対策を基本とする。 

 

２ 災害時要援護者の寒さ対策                             

災害時要援護者は、直接身体を保温する用品による対策で避難生活をすることが困難な

場合があるため、発災直後から 1 階の部屋・教室などで暖をとることができる体制とする。

そのため、移動式灯油ストーブを備蓄する。 

また、状況に応じ自衛隊へストーブ配置を要請する。 

 

３ 長期避難生活への対策（移動式ガス発生装置接続口の設置）             

都市ガスを熱源とする設備については、前述のとおり、暖房復旧まで時間を要すると想

定しているが、ガス事業者が設置する移動式ガス発生装置により LP ガスなどを変換して

使用することが可能である。 

この装置を迅速に接続するため、全ての都市ガス使用の市立小中学校の体育館に接続口

を整備する。 

また、他熱源の避難所の暖房復旧に伴う、移動式灯油ストーブの都市ガス施設への再配

置や流通備蓄の活用もあわせて実施する。 

 

４ 地域避難所の寒さ対策                              

  地域避難所は、原則として避難の際に自宅から防寒品を持ち出しての避難や、持ち出せ

ない場合は、助け合いにより対応する。開設後は、必要な支援や物資供給を行う。 

 

 

 

 

停電時の短期的な照明対策については、ラジオ付手廻しライト、ロウソクランタンによる

ものとする。 

停電が長期間にわたった場合は、可搬型発電機により対応する。さらに、北海道電気保安

協会との協定により、避難場所に発電機の手配を要請する。 

  

３ 停電対策 ３ 停電対策 ３ 停電対策 ３ 停電対策 

２ 寒さ対策 ２ 寒さ対策 ２ 寒さ対策 ２ 寒さ対策 
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第 4章 応急救援備蓄物資整備・配置方針              

 

 

発災直後に必要となる食糧、水等は、地域防災計画のとおり発災後 3 日間分の家庭内備蓄

及び流通備蓄による調達を基本とし、札幌市は、最低限必要となる備蓄物資を整備する。 

食糧は賞味期限が 5 年のものを毎年度購入することとするが、賞味期限が切れる年度の備

蓄物資については、これまでと同様に今後も災害備蓄物資の普及啓発を目的として訓練、研

修、イベントなどで配布して活用することとする。 

オムツや生理用品等の比較的使用期限が長い物資については、平準化して更新整備する。 

 

１ 寒さ対策                                    

寝袋・毛布の増強を図り、最大想定避難者（110,666 人）に、それぞれ 1 個、1 枚を配

給可能な体制とする。寝袋については、購入年度によって、札幌式高規格寝袋4と通常の

寝袋があるが、通常の寝袋の防寒性能を補うため、エマージェンシーシート5を備蓄する。 

また、採暖用として移動式灯油ストーブを市立小中学校に 1 校あたり 2 台備蓄する。 

  

２ 食糧対策                                    

発災直後の最大食糧需要量である 132,800 人に対して、1 人あたり 2 食分（265,600 食）

を備蓄する。東日本大震災で深刻な問題となった、食品アレルギーにも配慮し、可能な限

りアレルギー対応食品を備蓄する。 

また、1 歳未満の乳児用の粉ミルクについても、アレルギー対応用を備蓄する。 

 

３ トイレ対策                                   

  発災直後の断水時の対策として、簡易便座・排便収納袋・便凝固剤を備蓄する。 

  また、2 歳未満の乳幼児、簡易便座での排泄が困難な高齢者のために、紙おむつを備蓄

する。 

 

４ 照明対策                                    

発災直後の対策として、ろうそくランタン、ラジオ付き手廻しライトを備蓄する。 

また、停電対策として備蓄する可搬型発電機に併せて、投光器を備蓄する。 

 

 

 

                         
4 札幌式高規格寝袋：通常の寝袋とクッション材を一体化したもの。また、通常のものに比

べて中綿を増量し、肌に触れる部分をマイクロフリースにすることで接触温感を高めている。 
5 エマージェンシーシート：一般的には銀色のアルミ蒸着フィルムで、身体からの放熱を防

ぐもの。 

１ 備蓄の基本的な考え方 １ 備蓄の基本的な考え方 １ 備蓄の基本的な考え方 １ 備蓄の基本的な考え方 
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５ その他                                     

発災直後の情報収集機器として手廻しラジオ、調理器具として LP ガスコンロ、また、

生理用品についても備蓄する。 

 

 

Ⅳ 応急救援備蓄物資配置計画案                         

 

１ 備蓄物資の配置場所                               

次の場所に配置する。 

（１）備蓄庫（基幹避難所） 

発災直後から必要となる防寒用具や食糧等、必要最低限の物資を備蓄しておくための

倉庫。 

（２）防災備蓄倉庫（拠点倉庫） 

市内数か所に整備する倉庫。被害集中地区への物資配送拠点となる。また、被害地区

へ配送する希少品を備蓄する。 

 

２ 配置方針                                    

地域防災計画で、市内全域で最大被害となるのは月寒断層によるものであるが、市域西

側の被害が最大となるのは西札幌断層と想定している。月寒断層を前提とした基幹避難所

への配置では、西札幌断層により発災した場合、市域西側に備蓄物資の不足が生じる。拠

点倉庫へ２割程度配置すれば被害が少ない地域の基幹避難所から回収することなく、被害

集中地域へ速やかに供給できる。 

こうしたことから、備蓄物資は基幹避難所へ配置する（※）とともに、拠点倉庫へも備

蓄物資を保管する。 

 （※）小学校と中学校が隣接している場合などは、一方だけに配置することもある。 

 

 

  

２ 応急救援備蓄物資配置の基本的な考え方 ２ 応急救援備蓄物資配置の基本的な考え方 ２ 応急救援備蓄物資配置の基本的な考え方 ２ 応急救援備蓄物資配置の基本的な考え方 
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第 5章 災害時要援護者対策                   

 

１ 災害発生時に災害時要援護者が置かれる状況 

 

阪神・淡路大震災以降、災害時要援護者が必要な支援を受けられないことが問題視され、

災害対応上の課題とされてきたが、東日本大震災でも、避難所の中で一般の避難者より厳し

い環境に置かれるなど、必要な配慮が実践されないケースが目立ったことが報告されている。 

発災直後には、一般の避難者が災害時要援護者を気遣う余裕のない状態に陥ることで、最

低限の健康維持に必要な環境を確保することに支障が生じ、課題とされている。 

 

 

１ 災害発生時に災害時要援護者が置かれる状況 

 

１ 玄関スロープと車いす対応トイレの設置                      

市立小中学校については、学校の大規模改修・改築と併せて、玄関スロープと車いす対

応トイレの設置を進めていく。 

車いす対応トイレがない学校については、身障者用便座を備蓄する。 

  

２ 要援護者用滞在スペースの確保                          

市立小中学校については、校舎 1 階の指定場所を災害時要援護者用として優先的に提供

する。指定していない場所についても、避難の状況を見極めながら施設管理者と協議して

使用するなどの対策を講じる。 

地域避難所については、指定範囲の一部を災害時要援護者スペースとして活用するなど、

避難者が協力して運営する。 

  

１ 災害時要援護者の状況 １ 災害時要援護者の状況 １ 災害時要援護者の状況 １ 災害時要援護者の状況 

２ 災害時要援護者対策 ２ 災害時要援護者対策 ２ 災害時要援護者対策 ２ 災害時要援護者対策 
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第 6章 生活環境の確保等                    

 

１ 災害発生時に災害時要援護者が置かれる状況 

 

１ トイレ対策                                   

地震が発生した当日からトイレは必要不可欠なものであり、上水道が使用できない場合、

発災直後からトイレが不足することが懸念される。 

発災直後のトイレ対策は、応急救援備蓄物資による簡易便座・排便収納袋・便凝固剤を

使用して対応する。 

その後、生活用水を確保して学校の既存トイレを活用するまでの間は、災害時応援協定

による仮設トイレの設置等により対応する。 

 

２ 避難者の特性に応じたスペースの確保                       

避難所生活においては、特別な配慮が必要な人が少なからずおり、適切な配慮が必要と

なる。多くの人が集まる避難所では、避難居室のほか、救護、休憩の機能を有するスペー

スや、更衣、授乳スペースなど避難者の特性に応じたスペース（以下、「配慮スペース」

という。）を設ける必要がある。 

このようなことから、指定していない保健室や家庭科室を施設管理者と協議の上、優先

的に配慮スペースとして活用する。また、他の場所についても配慮スペースとして活用す

ることや、個室を確保できない場合は、校舎 1 階の指定場所を間仕切りで分けるなどの対

応をとる。 

 

３ 感染症、ストレス対策等                              

避難所は、狭い空間で集団生活を送ることに加えて、温度や湿度の調整、換気等が難し

いことから、感染症等が蔓延することが懸念されており、また、環境や被災後のストレス

等により、持病が悪化したり体調を崩す被災者が発生したりすることも懸念される。 

避難所における医療・保健分野は、専門家と避難所運営に関わる行政職員等が連携し、

正しい知識をもって注意喚起等の対応を行うとともに、感染症り患者を独立したスペース

へ早期に隔離する。 

  

１ 基幹避難所における生活環境の維持 １ 基幹避難所における生活環境の維持 １ 基幹避難所における生活環境の維持 １ 基幹避難所における生活環境の維持 
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１ 情報・通信対策                                 

発災直後から電話を迅速に使用することを目的として、NTT 東日本が平成 23 年度から

市立小中学校に特設公衆電話の設置を進めており、今後も進める予定である。 

避難所においては、現在急速に普及しつつある携帯電話のテザリング6や移動式無線 LAN

などを避難者が相互に協力して活用することにより、インターネットでの情報収集体制を

確保する。 

なお、災害情報収集用のテレビについては、基幹避難所に設置されている既設テレビの

活用や流通備蓄により対応する。 

 

２ 耐震化                                     

市立小中学校については、発災時に児童・生徒の安全を確保することや避難所として避

難者を安全に収容するため、これまでも計画的に建物の耐震化を進めている。現在耐震化

されていない市立小中学校についても、平成 26 年度までに改築予定校を除き耐震化を実

施する。 

また、窓ガラスの飛散防止や照明の落下防止等、非構造部材についても、一層耐震化を

進める。 

 

３ 飲料水対策                                   

災害時の飲料水については、応急給水施設を整備し、発災直後の約 90 万人分の水を 3

日分確保している。市立小中学校には、受水槽が設置されており、これを活用して応急給

水を補完することが可能である。 

これまでも学校の大規模改修に併せて受水槽の耐震化を行っているが、今後はより一層

受水槽の耐震化による飲料水の確保を進める。 

また、耐震化していない受水槽についても、取水を容易とするため、受水槽への給水栓

の設置を進める。 

 

 

                         
6 テザリング：スマートフォンから電波を発信し、周辺にある電子機器をインターネット回

線に接続させること。 

２ 基幹避難所の施設設備 ２ 基幹避難所の施設設備 ２ 基幹避難所の施設設備 ２ 基幹避難所の施設設備 
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第 7章 運営方針                        

 

１ 災害発生時に災害時要援護者が置かれる状況 

 

収容避難場所は、区長が開設を判断する。 

基幹避難所は、夜間・休日に一定規模以上の地震が発生した場合は、基幹避難所の近傍に

住む市職員及び施設管理者が参集して開錠する。また、基幹避難所の運営は、市職員、施設

管理者、避難者及びボランティアなどが協力・連携して行うことを基本として、別途、マニ

ュアルを定める。 

地域避難所は、地域と施設管理者が協力して開設・運営体制を確保し、市は必要な支援や

物資供給を行う。 

 なお、運営にあたっては、避難場所自主運営組織に女性の参画を促し、男女双方の視点に

配慮した運営に努める。 

 

 

１ 災害発生時に災害時要援護者が置かれる状況 

 

東日本大震災では、発災当初から地域の方々が避難所の運営をしたところは、避難生活の

立ち上げ、そのまちの復旧、復興のスタートがうまくいき、さらに地域のつながりを強める

効果があった。また、学校職員が地域の方々と顔を知っている関係を築いている学校、ある

いは、地域の方々が学校といろいろな取り組みを一緒にしている学校については、地域コミ

ュニティーが生かされた形の避難所運営がすぐに行われ、立ち上げがうまくいったことが報

告されている。 

このようなことから、行政が行う防災対策はもとより、市民一人ひとり、家族、企業、町

内会などの身近な地域団体などが自主的に被害の軽減に向けた取り組みを進めるとともに、

防災のために連携・協力して地域の防災力を高めるよう日ごろから避難所設営訓練を行政と

地域が一緒に取り組むよう努め、収容避難場所の地域での自主運営及びそれに必要な体制を

整備することを目指す。 

 

１ 開設・運営の基本的な考え方 １ 開設・運営の基本的な考え方 １ 開設・運営の基本的な考え方 １ 開設・運営の基本的な考え方 

２ 運営に係る対応力及び地域防災力の向上 ２ 運営に係る対応力及び地域防災力の向上 ２ 運営に係る対応力及び地域防災力の向上 ２ 運営に係る対応力及び地域防災力の向上 
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・避難場所は耐震化の状況や備蓄物資保管スペースなどに加えて、学校というのは、ハード・ソフ
ト双方でメリットがある。また、ハードを活用する「人」が重要なので、そういったことを含めて
指定・分類の要件とするべき。
⇒小中学校は、夜間休日でも職員の動員体制が整っている。

・災害時に避難する場所として、イメージしやすい場所は、やはり小中学校だと思う。災害時のこ
とだからこそ、避難先はシンプルに広報していくことが必要。
⇒被害想定人数は、基幹避難所だけて収容することが可能。

避難場所の分類について避難場所の分類について避難場所の分類について避難場所の分類について

札幌市避難場所基本計画検討委員会での議論について札幌市避難場所基本計画検討委員会での議論について札幌市避難場所基本計画検討委員会での議論について札幌市避難場所基本計画検討委員会での議論について

・大災害が起きたということを踏まえて、一時期は寒さもあることを自覚しながら、災害時に援助
が必要な方の状況を考えて、教室を使用して暖をとることが必要。
・灯油であれば、供給の大元から来ないような場合でも、ご近所の家庭からポリタンクで集めて使
うことが可能であることなどから、移動式ストーブの暖房燃料は、灯油が便利である。
⇒停電は発災当日で2割弱、発災翌日には約3％まで回復すると想定しており、電気の回復に
伴って体育館の暖房設備を活用できると考えている。

「⇒」は、事務局の説明を示しています。

・札幌式高規格寝袋については、保温やクッション状態が良く下からの圧迫感もない。
・通常の寝袋の防寒性能を補うものとして、エマージェンシーシートを実際に使用したが、とても
暖かいものだった。
・高齢と障がいの方は、和式トイレをほとんど使えないので、トイレについて考えていく必要があ
る。
・アレルギー対応食糧の確保に加えて、どのアレルギー対応しているのかも公表していただきたい。

・災害時要援護者は、地域に残るという選択肢で避難場所を提供するとなると、教室は非常に大事
である。
・若い女性は災害時要援護者ではないかもしれないが、過去の震災では、女性への配慮が行き届い
ていないこともある。男女別の間仕切りをするなど、災害時要援護者と併せて女性への配慮につい
ても記載していただきたい。
・東日本大震災では、女性専用の居住する場所が必要だと避難者から要望があったので、福島の大
規模避難所では、女性専用のスペースを設置した。このようなことは、長期化した場合は人権とい
う視点から考えていく必要がある。

改築予定校を除いた市立小中学校を平成26年度までに耐震化、学校体育館の非構造部

材の耐震化、学校受水槽への給水栓の設置や受水槽の耐震化を進める。

一時避難場所・・・一時的に身の安全を確保する場所、市内の公園すべて

広域避難場所・・・大規模火災が発生した場合に避難する場所、大規模な公園
収容避難場所 基幹避難所・・・基幹となる避難所、市立小中学校、各区体育館

地域避難所・・・一時的に避難者を収容する施設、寺など

札幌市避難場所基本計画（原案）の概要について札幌市避難場所基本計画（原案）の概要について札幌市避難場所基本計画（原案）の概要について札幌市避難場所基本計画（原案）の概要について

①避難場所の分類①避難場所の分類①避難場所の分類①避難場所の分類

②寒さ対策②寒さ対策②寒さ対策②寒さ対策

寒さ対策は発災当日の対策が優先されるが、基幹避難所における寒さ対策は、札幌式高
規格寝袋による保温を基本とする。また、通常の寝袋の防寒性能を補うものとして、エ
マージェンシーシートを備蓄する。
体育館に滞在することが困難な災害時要援護者等が優先的に採暖をとることができるス

ペースとして、新たに学校1階の部屋を避難場所としてあらかじめ指定し、移動式灯油ス
トーブを備蓄する。

③応急救援備蓄物資③応急救援備蓄物資③応急救援備蓄物資③応急救援備蓄物資

これまでの備蓄物資、寒さ対策、停電対策に列挙したものに加えて、通常の寝袋の防寒性
能を補うものとしてエマージェンシーシート及び車いす対応トイレがない学校に対して身障
者用便座を備蓄する。
食糧については、乳幼児用ミルクを含め、アレルギー対応食品を可能な限り備蓄する。
また、停電対策として、以前から備蓄しているロウソクランタンに加えて、ラジオ付き手

廻しライトを備蓄し、長期の停電に備えて、発電機、投光器も備蓄する。
これまで、市内の一部避難場所にしか備蓄物資は配置されていなかったが、すべての基幹

避難所に備蓄物資を配置する。

④災害時要援護者対策④災害時要援護者対策④災害時要援護者対策④災害時要援護者対策

大規模な改築の際に設置を進めている玄関スロープや車いすトイレの設置に加えて、現

在、車いす対応トイレがない学校については、身障者用便座を備蓄する。
また、校舎1階の指定場所を災害時要援護者用として優先的に提供することや、救護、休

憩、更衣及び授乳等の機能を有するスペースを「配慮スペース」として保健室や家庭科室を
活用する。

⑤その他の整備⑤その他の整備⑤その他の整備⑤その他の整備

新たな取り組みに下線を引いています。

寒さ対策について寒さ対策について寒さ対策について寒さ対策について

応急救援備蓄物資について応急救援備蓄物資について応急救援備蓄物資について応急救援備蓄物資について

災害時要援護者への配慮について災害時要援護者への配慮について災害時要援護者への配慮について災害時要援護者への配慮について


